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食料缶詰及び食料瓶詰についての製造業者等の認定の技術的基準の一部を改正する件 新旧対照表

○食料缶詰及び食料瓶詰についての製造業者等の認定の技術的基準（平成13年７月31日農林水産省告示第975号）

（下線部分は改正部分）

新（平成29年10月20日農林水産省告示第1587号） 旧

第一 製造業者又は輸出業者以外の外国製造業者の認定の技術的基準 第一 製造業者又は輸出業者以外の外国製造業者の認定の技術的基準

一～四 （略） 一～四 （略）

五 格付を担当する者の資格及び人数 五 格付を担当する者の資格及び人数

１ （略） １ （略）

２ 格付責任者 ２ 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の２に規定する品質管理責任者以外の 格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の２に規定する品質管理責任者以外の

者の中から、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関する課程を修了した者が１人以上 者の中から、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関する課程を修了した者が１人選任

選任されていること。ただし、製造の一部（充塡工程及び包装工程に限る。）を外部の者に委託 されていること。ただし、製造の一部（充塡工程及び包装工程に限る。）を外部の者に委託する

する場合であって、委託先の工場又は事業所において格付の一部（試料の抽出等）を行う必要が 場合であって、委託先の工場又は事業所において格付の一部（試料の抽出等）を行う必要がある

あると認められるときは、委託先の工場又は事業所に格付責任者を補佐する者として、三の１の と認められるときは、委託先の工場又は事業所に格付責任者を補佐する者として、三の１の か

から までのいずれかに該当する者であって、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に ら までのいずれかに該当する者であって、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関す

関する課程を修了したものが１人以上置かれていること。 る課程を修了したものが１人以上置かれていること。

３ （略） ３ （略）

第二 販売業者、輸入業者又は輸出業者の認定の技術的基準 第二 販売業者、輸入業者又は輸出業者の認定の技術的基準

一～四 （略） 一～四 （略）

五 格付を担当する者の資格及び人数 五 格付を担当する者の資格及び人数

１ （略） １ （略）

２ 格付責任者 ２ 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の２に規定する品質管理責任者以外の 格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の２に規定する品質管理責任者以外の

者の中から、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関する課程を修了した者が１人以上 者の中から、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関する課程を修了した者が１人選任

選任されていること。ただし、工場等において格付の一部（試料の抽出等）を行う必要があると されていること。ただし、工場等において格付の一部（試料の抽出等）を行う必要があると認め

認められるときは、工場等に格付責任者を補佐する者として、第一の三の１の から までのい られるときは、工場等に格付責任者を補佐する者として、第一の三の１の から までのいずれ

ずれかに該当する者であって、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関する課程を修了 かに該当する者であって、講習会において食料缶詰及び食料瓶詰の格付に関する課程を修了した

したものが１人以上置かれていること。 ものが１人以上置かれていること。

３ （略） ３ （略）


